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と目的ܢのഐڂݜ　1.1

　日本には法ཾ寺や༂ࢥ寺をେ表とする、国内の森林資ݱを用いた木造の文化

財建造物が数多く存在する。これらは෫ӏにさらされたことによる෫ḟやෙ

地ਔやୈ෫などの災害によるഃ損などを定期的に修復することで、後へ、ټ

と継承されていく。そのため全国では毎年 240 ౫以上の修復が行われている1。

しかし、昭和 51 年に࠸建された༂ࢥ寺金ಌにୈヒノキが用いられた2ように、

国内では良質な木材を供給することができず、ք材を用いることが増えてい

る。また、そのք材も伐採や༎ड़の制限により手が困難になっている。

　この状況の中で、文化財に用いることのできる良質な木材を確保することを

目ඬに掲げた森づくりとして「古事の森」3 などの国の事業が平成 14 年に開

始され、その後も民間による「『文化材』創造プロジェクト」4 が平成 20 年に

開始されるなど、ׯ民の方で文化財のための森づくりへの関ৼが高まり、そ

の必要性を発信している。

県中川市加子母地区は地域のز　 94% を森林がઐめ、ރߒ時େの山गか

ら始まった森林整備により育ててきた「木曽ヒノキ備林」を有し、地域のގり

としている。また、明࣑ 42 年にॵେ村長が行った、多くの村民に山のԺܛを

༫えるため、村有林を民間へ࿁Ճでい下げる「એ௸割」によって、現在でも

全ଵの 90% が小規模な森林を所有している。令和 1 年には、その小規模民

間林から名古屋城ళगֵ࠸建のために、高Ғ材を相Ԣのֻで提供した実績が

あり、地域を挙げて木ݥを交えたๆॗ際を行うなど、大きく広報された。

しかし、加子母の民間林では文化財のための森づくりが選択ࢸになっていな

い。また、文化財のための森づくりに関する関係者の考えやগ来的なఴをま

とめた資料は見られない。そのため森づくり関係者の間でも意識の共有が十分

にされていない。
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　本研究は、文化財の修復に用いることのできる良質な木材を育てる森を有す

る地域の一つとして、ز県中川市加子母地区を取り上げ、文献と関係者へ

聞き取りを基に、加子母のこれまでの森づくりにおける方法や実ભについて

整理するとともに、これからの森づくりに対してのたな選択ࢸを༫えること

を目的とする。
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ڂݜԡع　1.2

　&L1LL $UWLFOHV（国立情報学研究所文情報ψϑΰーター　KWWS�//FL.QLL.DF.MS/）

を始めとした学術ࡩݗΦンジンから、キーワーχ「文化財　建造物」と「森林」「資

の管理、確保について、植物ݱし、その中から森林資ࡩݗわせでの組Ί「ݱ

性資材のうち、屋根葺き材などを除いた木材（ಝに大径材、高Ғ材など）に

ԡ研究としع及しているものをபड़した。また、加子母の森づくりに関するݶ

て「加子母」と「森」「山」の組Ίわせでࡩݗし、森づくりにݶ及している

ものをபड़した。次頁に、பड़したܯ 9 件のعԡ研究を表 1.2-1 に示し、内容

を整理する。
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ߺԡ研究のうち、൬ع　 >1�2�3@ は文化財建造物の修復に用いられた木材の解

ੵを行い、規֪や需要ྖなどを調査している。൬ߺ >1@ は檜皮採取が立木の

ヒノキへ༫えるӪڻと、昭和 51 年から 61 年までに行われた文化財建造物の

解体修理や、ൔ解体修理の 65 件の実績報ࠄॽから࢘用された木材を解ੵ、及

び法ཾ寺を対象とした主要部材 27 点と収庫内の古材 13 点についての規֪、

質の調査を行っている。൬ߺ >2@ は修理報ࠄॽの解ੵから修理用資材の年間

需要ྖの༩測をし、全国の森林資ݱの現状とわせることから見えてくる課題

について、制度面のݗ౾を行なっている。൬ߺ >3@ はヒノキの大径長大材の情

報から立木規֪の推定を行い、木曽地域のళષ林を対象とした大径長大材にన

用可能な森林資ݱのѴと成長ྖの解明を行っている。いずれも文化財建造物

の修理用資材の規֪や需要ྖに関する調査から、今後の森林資ݱについて不ଏ

が考えられるという結にࢺっているが、その解݀につながる森づくりについ

てのݶ及は見られなかった。

　次に、൬ߺ >4�5�6@ は文化財のための森づくりに関する取り組Ίなどについ

て述べている。൬ߺ >4@ は文化財のための森づくりに関して、「民間」、「社寺」、

の「林野庁」、「文化庁」、「体࣑ࣙ」 5 つが行っているそれぞれの取り組Ίの概要、

相続੭などの制度改正の概要、流通や加工に関わる人材面の課題、の 3 点につ

いて述べているが、取り組Ίの実態などにしいݶ及はない。൬ߺ >5�6@ は文

化財建造物の修理用資材の確保に向けて、文化庁によって開始された「ふるさ

と文化財の森シスτム推進事業」について、これまでの取り組Ίと今後のఴ

について述べている。

　最後に、൬ߺ >7�8�9@ は加子母におけるこれまでの森づくりについて述べて

いる。൬ߺ >7@ は加子母森林組について、これまでの取り組Ίや、他の森林

組とのࠫ異を述べている。൬ߺ >8�9@ は加子母を裏木曽ࢀϴ村で、ރߒ

時େに行われた山गによる山林整備について、古文ॽなどの資料から時の様

子を解明、ݗ౾を行っている。
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　以上のようにعԡ研究では、現在の加子母における文化財の森づくりにݶ及

した文献は確認できなかった。本研究は、全国の文化財のための森づくりの現

状、加子母における森づくりの現状と関係者の文化財のための森づくりに対す

る意識を調査することで、加子母の民間林において文化財のための森づくりが

森づくりの選択ࢸになり得ることを明らかにするたな研究であると考えられ

る。



8

のླྀΗڂݜ　1.3

　本研究は、加子母における文化財のための森づくりの実態と、関係者間で十

分に共有できていない意識を明らかにする。まず、文献調査により木造の文化

財建造物の修復に࢘われる木材の現状を調査する。次に、文献調査により加子

母のこれまでの森づくりの歴史について調査する。また、全国の文化財のため

の森づくりについて文献及びアンケートによる調査を行う。最後に、加子母の

現在の森づくりについて文献と聞き取りによる調査を行い、その聞き取りを基

に文化財のための森づくりについての意識を整理し、まとめる。以下に研究の

流れと本文の構成の対Ԣ関係を示す。

・文献ௐࠪ

・文献ௐࠪ

・第 2 ষ

・第 3 ষ・加ࢠのこれまでの森づくりのྺ࢙

・木造の文化財建造物の修復に使われる木材の現状
基礎調査

・文献ௐࠪ
・アンケートௐࠪ

・第 4 ষ・全国における文化財のための森づくりの実ଶ

・文献ௐࠪ
・聞き取りௐࠪ

・第 5 ষ・加ࢠにおける森づくりの現状
実態調査

・聞き取りௐࠪ ・第 5 ষ・加ࢠにおける文化財のための森づくりへの意ࣝ意識調査

・加ࢠにおける文化財のための森づくりへの課題、లの理まとめ ・第 6 ষ

図 のྲྀれと本文の対Ԡؔڀݚ　1.3-1
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1.4　本文のߑ

　本文の構成を以下に示す。

� 第 1 章 !

本文のഐܢと目的、研究の流れについて述べる。

� 第 2 章 !

木造の文化財建造物の修復に用いられる木材の現状について述べる。

� 第 3 章 !

加子母の概要と山林整備の歴史について述べる。

� 第 4 章 !

全国で文化財のための森づくりを行っている事業について述べる。

� 第 5 章 !

加子母における森づくりの現状を文献と聞き取り調査を基に述べ、次に文化財

のための森づくりについての意識を聞き取り調査に基づき述べる。

� 第 6 章 !

本研究の૱ׇと今後の課題とఴについて述べる。
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第 1 章註

1. 山本ദ一「木造文化財建造物をң持するための森林資ݱ管理」『 )250$7+』（ 

)250$7+ 研究学会　2006）

2. 小原್「日本人と木の文化」（日聞社　1984）186.

3. 立松和平によって提唱され、林野庁によって平成 14 年に始まった、超長伐

期の森づくりを目ࢨす事業。

4. 「文化遺産を未来につなぐ森づくりの為の有識者会議」によって平成 20 年

に始まった、文化財のための森づくりを行っている事業者、個人の森を登

録する事業。



第 2章　造の文化財ݒ造のरͶ༽͏ΔΗる材の֕གྷと現状
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2.1　本章の目的

　本章では、はじめに木造の文化財建造物の修復に用いられる木材の概要と現

状について述べ、文化財に用いることができる木材の現状を明らかにする。



13

2.2　造の文化財ݒ造のरͶ༽͏ΔΗる材の֕གྷ

　文化財保護法に基づき、国็・॑要文化財にࢨ定されている建造物は令和 2

年 11 月 1 日時点で 5122 ౫が登録されており 1 、加えて都ಕ府県や市町村にࢨ

定・選定されている文化財建造物は 17077 ౫にୣする 2。これ以にも登録文化

財などが存在するため、その数は大である。また、その大ൔは木造建造物で

あり、その修復は毎年 240 件以上行われている 3。

　日本における文化財制度の歴史は明࣑から始まる。明࣑ңによるܻٺなร

ַの最中に布ࠄされた「ਈ分令」が原Ҿで引き起こされたഉᆟएによっ

て、寺Ӆなどに所されるや文化的Ճのあるものがഃշやഉؼ、あるい

は古物ঐへと流ड़することになった。そのような文化的Ճのあるものに対す

る״ؽثから、明࣑ 4 年に古ڈح物の目録や所人のࡋなリストの作成・提

ड़をໍじる「古ڈح物保存方」が定められた。明࣑ 13 年ࠔからは古社寺に対

するң持基金として保存金が府から公布されるようになり、明࣑ 30 年に古

社寺の建造物と็物ྪの保存を目的とした「古社寺保存法」が定められ、現在

の制度へとつながる文化財のࢨ定と修復が行われるようになった。その後、古

社寺のΊならず国や地方公共団体、私人が所有するものにまで範ҕを広げた「国

็保存法」が昭和 4 年に定められた 4 。

　戦後、そのࠠཛྷと動༵の中ではഉᆟएの際と同様に、文化財に対しても

多大なӪڻがあり、ߧഉしたまま๎するか、ജ٭せ͡るを得ないものが続ड़

する事態となった。そのような状況の中、昭和 24 年 1 月の法ཾ寺金ಌのԎ上

から始まり、2 月のѬඦ県の松山城、6 月の北քಕの福山城、ཎ年 2 月のએ葉

県の長ֺ寺本ಌ、7 月の金ֵ寺と、立て続けに国็建造物 5 件のՒ災が発生した。

ಝに法ཾ寺金ಌのՒ災は国民に大きなুܺを༫え、文化財保護のための十分な

施ࡨを求めるが高まった。それによって以前から進められていた文化財に

関する法ཱ改正の議が推し進められ、昭和 25 年に「文化財保護法」が定め

られ、6 度の改正を経て現在にࢺる 5。

　文化財建造物の修復も明࣑ 30 年ࠔから本֪的に行われるようになり、以前



14

のࢡや形へすことに力をれていた。しかし、ॵは修理用資材については

ಝに規ଉなどは設けられていなかった。木造の文化財建造物の修理用資材につ

いては、81(6&2（国際࿊教育Ռ学文化ؽ関）の協力ؽ関である ,&2026（国

際ى೨物遺会議）が 1999 年に૱会で採択した「歴史的木造建造物保存のた

めの原ଉ」のなかで、「規の部材は部材の部分は、取りえられる部材と

同一の質を持つ同一の樹種の木材で作るべきである」「工作技能及び建築技

術は、上げ用のಕ具やؽփの࢘用をめてॵ࢘われたものに対Ԣすべきで

ある」とى述したものが「同樹種・同質・同技術」という原ଉについてݶ及

した最ॵのものである。この採択以߳、日本では木造の文化財建造物の修復の

際の基本原ଉとして「同樹種・同質・同技術」にଉって行うようになった 6。 
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2.3　造の文化財ݒ造のरͶ༽͏ΔΗる材の現状

　文化財建造物や歴史的・文化的Ճのある建造物に関して、修復・࠸建の際

に修理工事報ࠄॽを作成するが、木材の調ୣ先までى述されることはほとんど

ない。そのため、ք材を用いた建造物の数をѴすることは困難である。こ

こでは、歴史的・文化的Ճのある建造物や、その木材に関する文献を中ৼと

した調査によって得た、ք材を用いた歴史的・文化的Ճのある建造物の修

復・࠸建の事ྭについて、次頁の表 2.3-1 にまとめる。
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　表 2.3-1 に挙げた事ྭのように、༂ࢥ寺や東大寺などの国内をେ表とする歴

史的・文化的Ճのある建造物にք材が用いられていることがわかる。

　木造の歴史的・文化的Ճのある建造物の修復に࢘われる木材、ಝに大径材

や高Ғ材、ケϢキやクリなどの広葉樹は戦前から戦後にかけて大ྖに伐採さ

れたために、国内での良材の確保は難しくなった。一方で、༎ࣙ༟化によっ

てธツΪやୈヒノキなどが安Ճに手できるようになったため、文化財の修

復・࠸建にもこれらのք材がよく࢘われるようになり、ಝに大径材で良質な

ୈヒノキは॑็されるようになった。しかし、ୈヒノキも、大ྖ伐採によ

る山地අ害や資ݱの枯がثዩされ、次第に伐採を制限され、平成 4 年にはୈ

の国有林のళષ林がے伐となり、手が困難になった 7。

　文化財に用いることのできる森林資ݱについて、小原್は昭和 35 年ࠔの

として、以下のように述べている。

　　　林野庁ײ部の会が良で開かれ、たまたま私が東大寺をҌ内した。南

大をくぐるとき、もしこの南大がরけたら、果たして国産材で࠸建で

きるか、というがड़た。全国の営林局長が集まっていたが、結はΊ

なしということであった。東大寺の一つのですら、林野庁を挙げて力

しても用材は集まらないというのである 8。

　また、平成 18 年には山本ദ一が、以下のように述べている。

　　　文化財の修理技術者に対するٺەアンケート調査では、80％がこれまで

に必要な材の手ができなかったため他の材でେ用せ͡るを得なかった経

験を持ち、このような状況は約 25 年前からݨஸになり、年々অ々にࠃ

になって現在にࢺっていることが分かる 9。
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2.4　小結

　歴史的・文化的Ճのある建造物の修復や࠸建に用いる木材は、以前から国

内で不ଏしており、ք材にབっていたが、そのք材も伐採制限がかけられ

るなどの理༟から現在は手が困難であるとともに、今後も不ଏが続くと考え

られる。
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第 2 章註

1. 文化庁 .� 文化財ࢨ定等の件数 �. 文化庁 .2020-11-02.

KWWSV�//ZZZ.EXQND.JR.MS/VHLVDNX/EXQND]DL/VKRNDL/VKLWHL.KWmO（ Ԁ ལ 日　2020-

11-04）

2. 文化庁 .� 都ಕ府県・市町村ࢨ定等文化財の件数 �. 文化庁 .2020-09-02.

KWWSV�//ZZZ.EXQND.JR.MS/VHLVDNX/EXQND]DL/VKRNDL/FKLKRBVKLWHL/NHQVX.KWmO（ Ԁ

ལ日　2020-11-04）

3. 山本ദ一「木造文化財建造物をң持するための森林資ݱ管理」『 )250$7+』（ 

)250$7+ 研究学会　2006）

4. 文化庁 .� 第࢝節　文化財保護 �. 文化庁 .2019-11-15.

KWWSV�//ZZZ.mH[W.JR.MS/EBmHQX/KDNXVKR/KWmO/RWKHUV/GHWDLO/1317734.KWm（Ԁ

ལ日 2020-11-04）

5. 文化庁 .� 一　文化財保護の法的整備 �. 文化庁 .2019-11-15.

KWWSV�//ZZZ.mH[W.JR.MS/EBmHQX/KDNXVKR/KWmO/RWKHUV/GHWDLO/1317870.KWm（Ԁ

ལ日 2020-11-04）

6. ໒քষദ「木造建造物の修理と修理用資材」『月ק文化財　1R.638』（第一

法規　2016）29.

7. 同上　328.

8. 小原್「日本人と木の文化」（日聞社　1984）186.

9. 山本ദ一　前掲



第 3章　Յࢢの֕གྷと森ྜྷඍのྼ࢛
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3.1　本章の目的

　本章では、はじめにز県中川市加子母地区について基本情報を述べ、次

に加子母における森林整備の歴史を整理し述べることで、加子母の歴史的、文

化的ഐܢを示す。
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ஏۢの֕གྷࢢՅࢤઔݟز　3.2

3.2.1　ஏཀྵとਕ

　中川市はز県東部の多࣑見市・ౖز市・ਸ࿚市・ܛ市とともに東地

域に属する。加子母はその中でも北、長野県との県ڧにҒする中山間地

域である（図 3.2.1-1）。中川市に併される前の加子母村であった時には、

同じく現中川市北部にҒする付知村・川上村とわせて「裏木曽ࢀϴ村」

とݼͻれていた（図 3.2.1-2）。人は令和 2 年 1 月 1 日現在 2838 人、ଵ数

は 985 ଵであり、面積は 114.16 ὗ、その 94% を森林がઐめている 1。加子母

の生活ݏは、北東部に࿊なるඬ高 1500m を超えるѪ寺山地と部に広がる東

ඔ高原にڮまれた南北に長い形状をしており、その中ৼを北部にあるඬ高

1982m の小ऴ山を水ݱとするപ川（加子母川）が流れている。また、加子母

は北から小郷・小和知・್ో・൬ీ・中・上܄原・中܄原・下܄原・ຬծ・

ֱの全 10 区に分かれ、北の 5 区を上ൔ郷、南の 5 区を下ൔ郷としている（図

3.2.1-3）。

長野県

愛知県

岐阜県

東濃地域

中津川市

加子母

加子母
裏木曽三ヶ村
中津川市
東濃地方

国有林 (裏木曽県立公園 )

加子母村加子母村

付知町付知町

川上村川上村

坂下町坂下町福岡町福岡町

蜷川村蜷川村

中津川市中津川市

恵那市恵那市

土岐市土岐市

瑞浪市瑞浪市

多治見市多治見市

長野県

愛知県

岐阜県

図 3.2.1-1　岐阜県内における加ࢠのҐஔؔ 図 3.2.1-2　東ೱ地方の裏木曽三ϲ村のҐஔؔ
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࢛ྼ　3.2.2

以下の文献を基に加子母の歴史について述べる（表 3.2.2-1）。

　加子母では、所々から縄文時େの遺物がड़ౖしており、時から人々がこの

地に住Ί、原住民的な生活を営んでいたと考えられる。村が形成され始めたの

は、י時େと戦国時େのそれぞれにҢり住んできた家ܧによるӪڻが大きい

とされる。י時େには、北部のୈಗにҘಛ寺が建立されたことにより、小

郷を中ৼに集ཚが形成され始め、್ో以南に広がっていったと考えられる。戦

国時େにると、後の山गとなる内木家をはじめとする࢞の流れをἠ人々

が現在の加子母にҢり住Ί、中ԟ部や南部に集ཚが形成されていったとされ

る 2。戦国時େには、な森林資ݱを有する地域であったためにՁ度か支配者

がり、元和元年（1615 年）にປ府からඎൣのඊ地として管地とさ

れた。ඎൣによる森林保護ࡨは、「檜一本首一つ」とݶわれるほどݭしい

取りగまりが行われた。明࣑ 4 年（1871 年）のഉൣ県の後もしͻらくは名

古屋県のඊび地として所管されたが、明࣑ 21 年（1888 年）に町村制が施行さ

れ、ཎ 22 年にز県ܛ܌加子母村として村が開始された。その後、平成

17 年（2005 年）2 月の中川市との併によって中川市加子母となったが、

ປൣ時େから実に 200 年以上、併をせずに単独の村としてӭえてきた。森

林整備の歴史については本章 3.3 で述べる。

ॻ名 著者・ฤ集 発行者 発行年
加ࢠ村誌 加ࢠ村誌ฤࢊҕһ会 岐阜県ܙಹ܊加ࢠ村 1972
加ࢠのྺ࢙と承 加ࢠ村文化財保ޢ৹ٞ会 加ࢠ村教育ҕһ会 1983
加ࢠのྺ࢙と承・続ฤ 加ࢠ村文化財保ޢ৹ٞ会 加ࢠ村教育ҕһ会 1990
裏木િ三か村のྺ࢙ 杉村࣏ܒ 加ࢠ村教育ҕһ会 1997

表 3.2.2-1　加ࢠのྺ࢙の参考文献
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業ࢊ　3.2.3

　加子母で生産されるヒノキは「東ඤ」として扱われ、これを中ৼに林業・

材業・木工業・建設業がんである。「東ඤ」とは、ز県東部を中ৼに

生産される用の材木で、いϒンク৯・Ԕの良さ・年ྡྷがۋ整で木目がඔ

しい・ߵりの良さなどがಝのヒノキ材である。昭和 56 年からは川上から川

下までの一ؑした産業として「東ඤ」を用いて加子母で家を建てる「産直

住事業」を全国に先ۨけて開始した。その他の産業としては、ஜ産や業が

んであり、ඊଯډやトϜトは県内でも有数の産地である。

図 3.2.3-1　東ೱ桧
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3.2.4　ૌ৭

（1）加子母૱事務所

　加子母中にある、元加子母村村ༀ場。平成 17 年の中川市との市町村

併後も、中川市の加子母地区の行ؽ関を୴っている。加子母の地域活動の

拠点として中ৼ的なༀ割を୴い、研究活動や実सのためにやって来る大学生や

。となっている者の૯ࡱࢻ

（2）加子母らづくり協議会

　市町村併により行区域が拡大することで、住民と行のړが広がり、

住民の意見が施ࡨにൕӫされにくくならないよう、併ಝྭ法により「地域৻

議会」が設された。その後、平成 23 年 3 月の議会で「地域৻議会設ড়ྭ」

がഉ止され、「地域৻議会」から現在の「らづくり協議会」へҢ行された。「地

域৻議会」の主な目的は「地域住民の意見を市長へఽえる」ことであったが、「

らづくり協議会」は「地域住民によるࣙ主的な地域づくりの推進」つまり、「地

域のࣙ立」を目的として設された。この会議は、10 の区長・10 の分Ռ会の

ܯ問のޒ問・らづくり協議会ޒ長・区長会࠴ 22 名から成る。

むらづくり協議会（22）

むら協顧問（1） 区長会顧問（1）

小郷区 (1) 上桑原区 (1)

10 の区長 (10)

小和知区 (1)

二渡区 (1)

番田区 (1)

中切区 (1)

中桑原区 (1)

下桑原区 (1)

万賀区 (1)

防災安全分科会 (1)

10 の分科会座長 (10)

社会福祉分科会 (1)

住環境分科会 (1)

教育分科会 (1)

文化分科会 (1)

＊（　）内は人数を示す

スポーツ分科会 (1)

農業分科会 (1)

林業分科会 (1)

商工業分科会 (1)

地域づくり分科会 (1)角領区 (1)

図 3.2.4-1　村づくり協ٞ会組৫図
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（3）ಝ定非営ཤ活動法人かしもら（以下、「132 かしもら」とする。）

　市町村併により加子母૱事務所の業務内容が拡大したため、加子母地域

のための業務が以前に比べक़小してしまったことをणけ、地域に必要な事や

地域を発ఴさせるための業務を積ۅ的に行う 132 法人として設立された。事

業内容としては、ز県の॑要有形民文化財である明࠴࣑などの施設活用・

ӣ用、αϝϣωτΡώスのӣ営、地域๎送普及事業など多زにわたり、加子母

。事務所で手が回らない範ҕで地域のための活動を行っている૱

（4）加子母森林組

　加子母は全ଵの 80％以上が森林所有者であり、そのほとんどが森林組

の組員となっており、現在の加子母の森林整備の中ৼにある組織である。昭

和 3 年に「加子母造林保護ౖ工森林組」が設立され、伐採のࢻ・林ಕなど

の設備のң持・森林の保護などの事業を主に行い、森林経営は行っていなかっ

たが、昭和 26 年の「森林法」の改正にい、「加子母村森林組」へとҢ行し、

事業も行うようになったࡃ・経ࢨ 3。その後、市町村併の際は森林組は

併せずに、「加子母森林組」へと名সをรߍし、現在、ࢨ部、林産・

ജ部、加工部、森林整備部の 4 部で事業を行っている。
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3.3　Յࢢの森ྜྷඍのྼ࢛

　本節では、表 3.3-1 の文献を基に加子母のಝ的な森林整備の歴史について

大正（3）昭和（4）平成・令・࣑明（2）ރߒ時େから時େごとに、（1）ރߒ

和の 4 つの区分に分けて述べる。

ރߒ（1）

　ऴ٤の時େから始まった木材需要の拡大は、ރߒ時େにった後もਲえ

ず、ރߒ城造営などの大規模建築に限らず、城下町の復ڷや࢞・町人の住

建設、度॑なる大Ւ災からの復ڷなどの木材需要のല発的な増加により、֦地

でའ伐が相次 「͙ਜ山」とݼͻれる、いわΑるಟ山が増加した。元和元年（1615

年）にඎൣの管地とされた裏木曽ࢀϴ村（加子母・付知・川上）もྭ

ではなく、元々であった森林資ݱはའ伐により枯した。ރߒ時େのॵ期

（1603 〜 1730 年ࠔ）は地元住民の森林ཤ用は比較的ࣙ༟であったが、װ文・

享保の 2 度の林改ַを経て॑ݭな規制が行われ、「檜一本首一つ」とまでݶ

われるようになった。װ文 5 年（1665 年）から行われたװ文の林改ַでは、

村民の立ちりをے止する「ཻޜ山・ޜ૧山」を増設するなどを行ったが、木

曽૱山の 5％ఖ度 4 であり、村民がࣙ༟にཤ用できる「明山」での伐木が進Ί、

ਜ山となるのを止するにはࢺらなかった。その後、็Ӯ年間（1704 〜 1711

年）、享保年間（1716 〜 1736 年）にかけて行われた享保の林改ַでは、ޜ

ཻ山の増設、ޜ૧山のबҕにたなے伐林として「Ḟ山」の設定に加えてヒノ

キ・γワϧ・αウϢϜキ・アスヒ・ネθαの 5 樹種を「ޜం止木」に設定し、

伐採をے止した。この 5 樹種がいわΑる「木曽ޔ木」である。ޜం止木制度は

大รݭしい制度であり、明山においても伐採がے止され、ಝにヒノキが多い木

曽・裏木曽では村民を大รۦしめた。しかし、森林保護のް果はઊ大であり、

材木ड़し数はそれまでの 7％ఖ 5 にܻݰし、װ年間（1789 〜 1801 年）に

ॻ名 著者・ฤ集 発行者 発行年
加ࢠ村誌 加ࢠ村誌ฤࢊҕһ会 岐阜県ܙಹ܊加ࢠ村 1972
加ࢠのྺ࢙と承 加ࢠ村文化財保ޢ৹ٞ会 加ࢠ村教育ҕһ会 1983
加ࢠのྺ࢙と承・続ฤ 加ࢠ村文化財保ޢ৹ٞ会 加ࢠ村教育ҕһ会 1990
裏木િ三か村のྺ࢙ 杉村࣏ܒ 加ࢠ村教育ҕһ会 1997
加ࢠ森林組合 80 प年記೦誌 加ࢠ森林組合 加ࢠ森林組合 2008
山कの仕事と森林ίントロールޚ ๕լ和樹 ಙ川林政ڀݚ࢙所 2020

表 3.3-1　加ࢠの森林උのྺ࢙参考文献
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はൣによるܯժ的材木ड़しが開始されるまで森林が回復していた。

ϴ村で実際に森林整備を行っていたのが、享保ࢀ時େの裏木曽ރߒ　 15 年

（1730 年）に「山ग」にໍされた内木家である。内木家は加子母村内でେ々

ছ屋を営んでいたが、ඊଯ・信ྈ国の間にあるࢀӞ山での国ڧ問題に積ۅ的

に関༫したことをきっかけに山गにໍされ、その後、৮域を拡大していった。

山गの৮務としては、ࢀӞ山での国ڧの明確化や見㕫り・裏木曽ࢀϴ村の山の

見㕫り・౬伐のఢ発とັ・木曽材木方との文ॽのやり取り・裏木曽ࢀϴ村の

村民の森林ཤ用のັ・材木ड़しの際の伐採樹木の選定や管理など、森林整

備以にも森林ཤ用を求める村民の取りまとめなど様々であった。以下ではଢ

ీচ߄、๗ծ和樹がまとめる森林整備に関する具体的な山गの取り組Ίについ

て述べる。

　　①木材をりड़す際の目ཤき

　　 　材木ड़しの際に「木種見分」とݼͻれる伐採樹木の選定を山गࣙらが

行い、һをつけて管理していた。

　　②枯損木・残材の有ް活用

　　 　成長不良や災害などによってᙬができたり枯れてしまった樹木を「枯損

木」、りड़した樹木のに残る根に近い部分や枝葉を「残材」とݼが、

これらからは中小材の生産が可能であるが、๎しておくとෙټし、生産

が不可能になるだけではなく、「良木」の成長のげになる。山गはこれ

らを選びड़し、積ۅ的に活用することで、良木をԻ存し、森林内のڧを

整えていた。

　　③下による森林内のڧ整備

　　　ఁ木の伐採のことを「下」とݶい、いわΑる間伐を行っていた。

　　ᶈ伐採地への山引きමの植林

　　 　材木ड़しや下の地に山引きමを、1 本の伐採地に 2 本の割で

植林していた。

　　ᶉヒノキの種子の直

　　 　木曽材木方や֦村のছ屋との࿊携をとりながら、種子集めから行いヒノ

キの種子の森林への直による生育τストを行い、ॡにαケの上にくこ
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とで良な結果を得られるようになり、以߳山引きමの植林とわせて生

育する樹種を制ޜしていた。

　元々、ళષߍが基本であった裏木曽ࢀϴ村の森林に人為的なױমを加える

ことで森林の早期回復とともに、目的にあった森林の育成を最前તで行ってい

たのが山गであり、ଢీচは以下のようにՃしている。

　　 　ళષߍを基本とした木曽山・ࢀϴ村山では、ᙬりや枯ࢰした立木、

および根返り・ԣड़しなどで育成が不可能になった樹木を除ڊし、༰木を

はじめとする次େへのߍをԃに進めるڧをつくることは॑要な課

題であった。（中略）こうした施ࡨを遂行するにあたっては、山々の植生

状況をज़知し、木䇟の善しѳしをஇする能力に長けた「者」 は不可

ܿな存在であった 6。

　また、๗ծ和樹 も山गの取り組Ίを以下のようにՃしている。

　　 　枯損木・残材のཤ用とఁ木等の「下」、その後の地造林は、ޜ用木

の生育ڧの整備、積ۅ的なම木の植ࡁという点で、森林の݊全な育成に

॑要なༀ割を果たした。こうした地造林は、ళષߍを基本とする州

ϴ村山の育成を部分的にึঁし、かつ目的にԌった森林へとΑるやかにࢀ

誘するؽ能があったと考えられる 7。

　このように山गによる森林整備が果たしたༀ割は大きく、現在の「木曽ヒノ

キ備林」のような樹齢 300 年以上の森を育てることができた大きな理༟の一

つであると考えられる。

（2）明࣑・大正

　明࣑にり、加子母の森林は全てׯ有林となり、明࣑ 6 年（1873 年）に木

曽ޔ木伐採ے止が解かれたが、村民が一੬にヒノキなどの大木を伐り始めたた

め、村は直ちにز県下でॵの「山林保護規制」を定め、木曽ޔ木にケϢキを
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࣑止した。その後、明ے可なく伐採することをڒめた木を村の 9 年（1876 年）

に加子母の森林面積の約ൔ分にあたる 5369KD の森林が一村૱持山として村へ

無ঊでい下げられることになったが、木曽ޔ木は元々ے伐であったため有ঊ

となり、村は 10 年間にわたり、国に金રを支うこととなった。ཎ 10 年（1877

年）には、「大前・小前の૬い」という、ޔ木下げのେ金を॰って村を್分

するจ૬が起こり、ࡍにまでもつれࠒんだ。明࣑ 13 年（1880 年）に和解す

ることとなったが、ޔ木下げのେ金とֻڌのࡍඇ用の支いのために村有

林の木は伐りਜくされてしまった。この森林ߧഉをणけて、明࣑ 22 年（1889 年）

にॵେ村長となった内木は「村の৾ڷは山林の整備経営による他にಕな

し」8 として、ߧഉした森林の整備事業を開始した。明࣑ 42 年（1909 年）に

は、村有林の約ൔ分にあたる 2685KD を 1 区ժએ௸（約 0.3KD）としてࡋ分化し、

村民にജりోし、植林を推ওした。એ௸という大きさは個人がജりҝく、ഛい

ҝい大きさであり、「植林をし、家産として立ഁな山林を育てよ」・「家の大事

にはこれをജってྉ͙、家ӣがったらഛいせ」9 という 2 つの意ັをࠒめ

て村民にജりోされた。このいわΑる「એ௸割」は、「大前・小前の૬い」を

教܉に、家産として森林を育て、村民全員が山のԺܛを平等にणけられること

と、森林の植林を村民全員で進めていくことを目的とした全国的にしいࡨ

となった。その後、大正 3 年（1914 年）には村民の・採草地ཤ用のため

に村有林の 981KD を村民にୁし付ける村有林ୁ付制度を開始した。

　その間、加子母の森林のൔ分にあたる国有林は明࣑ң後、ߘ室のޜ料林と

なり、明࣑ 37 年（1904 年）に「造林木材整備制度」によりਈ宮備林が設定された。

（3）昭和

　昭和 4 年（1929 年）から始まった林ಕ整備事業は以߳の村長にもେ々णけ

継がれ現在にࢺり、48.8m/KD10 という県下で最も高く、全国でも有数の࿑

ື度をގるようになった。また、村有林ୁ付制度でୁし付けていた森林は昭和

23 年（1948 年）から昭和 38 年（1963 年）の間に村民に全てい下げられた。

戦時中の೫料確保や戦後の復ڷのためにཛྷ伐された森林の࠸生のために、昭和

25 年（1950 年）の「ྡ時造林ॴ法」に始まる拡大造林ࡨは、生活基൭で

あった里山の広葉樹を伐り、成長が早く建築用材として優ऴなスάやヒノキな
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どのਓ葉樹を植林することでগ来的な森林資ݱの確保を目的としたࡨであっ

た。加子母でもこのࡨのӪڻは大きく、時、森林組にۊめていたԮྀ

༦によると、「時は国のࡨ等によりک制的に植林が進められていた時େで、

県営のමาからම木をഛうことを義務付けられていましたがあまり良いමでは

ありませんでした。はっきりとしたىԳはありませんが、かなり沢山のම木を

߬し植えていました。（59 ຬ 6 એ本 / 年）」・「植えるのは森林所有者個人で、

どの家も挙って植林しました。」11 ということであった。また、昭和 30 年（1955

年）ࠔからこの地で取れるヒノキを、「木曽ヒノキ」と同じ産地である優良ヒ

ノキ材として「東ඤ」とݼようになった 12。

料林は、श戦後の林改ַ（1947ޜ室のߘ　 年）で࠸び国有林とされ、昭和

38 年（1963 年）に裏木曽県立公Ԅにࢨ定された。ਈ宮備林は昭和 42 年（1967

年）に「木曽ヒノキ大材保存林」に改められ、昭和 52 年（1977 年）に「木曽

ヒノキ備林」へと改সされた。

（4）平成・令和

　平成 6 年（1994 年）から森林組は長期育成१施業による 4 େの「֦

ජ複林」を目ࢨし始めた。その後、平成 13 年（2001 年）に「ඔ林ᤊ೯不

໕」というݶ葉を掲げ、本֪的に長期育成१施業を始めた。

　国有林内では平成 16 年（2004 年）に林野庁による文化財のための森づくり

の事業である「古事の森」が設定され、「裏木曽古事の森」として整備されて

いる。「古事の森」については第 4 章、、「裏木曽古事の森」については第 5 章

でࡋに述べる。
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3.4　小結

　加子母はރߒ時େの山गのࠔから本֪的な森林整備を行い、その後も「એ௸

割」や林ಕ整備事業など、֦時େの村長による的確な施ࡨによって、地域内の

ଵの 90％以上が森林を所有し、全国でも有数の林産地となった。このよう

な歴史的ഐܢや、木曽ヒノキ備林のような文化財の森のఱ型ྭがあることは、

文化財のための森づくりを行う上で有ཤな要Ҿとしてಉき得ると考えられる。
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第 4章　全国での文化財のための森づくり事業
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4.1　本章の目的

　本章では、全国の文化財のための森づくり事業について文献調査とアンケー

ト調査を行った結果について述べ、全国における文化財のための森づくりの現

状について明らかにする。
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4.2　全国の文化財のための森づくり事業の現状

調査を行う事業として、林野庁の「古事の森」、文化庁の「ふるさと文化財

の森」、民間の事業では「文化遺産を未来につなぐ森づくり会議」が行う「『文

化材』創造プロジェクト」を取り上げる。

　「古事の森」は、全国で行われる文化財のための森づくり事業の中で、最も

早い平成 14 年に開始された事業である点と、加子母の国有林内にも設定され

ている点から対象とした。「ふるさと文化財の森」は、文化財の保護、継承の

主軸となっている文化庁が行っている事業であることから対象とした。「『文化

材』創造プロジェクト」は、民間で行われている唯一の文化財のための森づく

りであることから対象とした。
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4.2.1　「古事の森」

　作家の立松和平（1947~2010）が提唱し、平成 14 年から林野庁が始めた事

業であり、国有林内に設定される。歴史的木造建築物の修復に必要な樹齢 200

年から 400 年の大径材を育てる超長期の森づくりで、植樹と、その後の下草

刈り等の施業を国民参加型で行っている。国民が施業に参加することで文化財

のための森づくりの必要性を発信する側面も併せ持つ。平成 31 年時点で 9 箇

所が設定されている ( 表 4.2.1-1)。植樹後の下草刈りや枝打ちは毎年行う施業

ではないため、現在は多くの古事の森において森林教室や見学ツアーなど、学

びの場として扱われている。

　しかし、「木の文化を支える森づくり活動『首里城古事の森」』について ~

第 2 報 ~」（九州森林管理局沖縄森林管理署）1 において、平成 29 年 9 月に行わ

れた安波ダムまつり ( 国頭村 ) においてのアンケート調査では、「首里城古事

の森活動 を知っているか」という質問に対し、「はい」が 14%、「いいえ」が

86% という結果であった。また、次章 5.3 で述べる「裏木曽古事の森」につい

ての聞き取り調査でも、地域住民にほとんど認知されていないという意見が挙

げられている。以上のように、文化財のための森づくりの必要性を国民に発信

するという点で、課題点が確認できた。また、一般的に良質な状態の大径材に

まで育つ木は限られ、加えて、長期間立木状態にあるため、雷による割裂など、

災害による枯損のリスクが高い 2。よって、「裏木曽古事の森」を除く他の「古

事の森」に関して、設定面積が比較的狭小であることから大径材にまで育つ本

数は非常に少なく実際に文化財への資材の供給を行うのは難しいと考えられ

る。

名称 樹種 設定面積 設定地 設定年
京都古事の森 ヒノキ 1.99ha 京都府京都市 平成 14
檜山古事の森 ヒバ 5.00ha 北海道江差町 平成 15
春日奥山古事の森 ヒノキ・ケヤキ・スギ 0.48ha 奈良県奈良市 平成 16
高野山古事の森 ヒノキ・スギ・アカマツ他 1.51ha 和歌山県高野町 平成 16
裏木曽古事の森 ヒノキ 23.2ha 岐阜県中津川市 平成 16
斑鳩の里法隆寺古事の森 ヒノキ 1.16ha 奈良県斑鳩町 平成 17

首里城古事の森 イヌマキ 2.49ha 沖縄県国頭村 平成 20
イヌマキ 0.68ha 沖縄県東村 平成 24

表 4.2.1-1　「古事の森」設定地
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4.2.2　「ふるさと文化財の森」

　表 4.2.2-1 に示す文献を基に「ふるさと文化財の森」について述べる。　

　「ふるさと文化財の森推進事業」は平成 18 年に文化庁が始めた、文化財の

修理用資材の確保を目的とした事業である。「文化財修理用資材需給等実態調

査」（昭和 50 年 – 平成元年）と、その後の「文化財を支える用具・原材料の確

保に関する調査研究協力者会議」による「修理にかかる用具原材料の状況調査」

（平成 10 年 – 平成 12 年）の結果を踏まえ、修理用資材の確保に向けて、文化

庁が平成 13 年に「ふるさと文化財の森構想事業」として以下の事業を開始した。

①資材供給林選定調査

　ヒノキ及び檜皮をはじめとした、檜皮や大径長尺材の生産、流通実態の調査

に加えて、広葉樹や茅の需給調査を行った。

②研修及び普及啓発施設整備

　資材採取に係る研修と普及啓発の拠点施設として、京都市の「京都市文化財

建造物保存技術研修センター」をはじめとし、福島県下郷町、石川県金沢市、

福井県小浜市、大阪府河内長野市、兵庫県山南町の全国 6 カ所に建設した。

③資材採取等研修

　檜皮の採取技能者の育成を目的に、研修事業を行った。

　その後、「ふるさと文化財の森構想事業」の結果を踏まえて平成 18 年に「ふ

るさと文化財の森推進事業」として、次頁の事業が行われた。

番号 タイトル 著者 収録誌 掲載年 発行者・出版社

1
現状解説
文化財建造物の修理用資材の確保に向けて
－これまでの取り組みと今後の課題－

文化庁参事官
( 建造物担当 )

月刊文化財　No.638
2016 年 11 月号 2016 年 第一法規

2 地域における文化財修理用資材確保の意義
－大阪府河内長野市を例に－ 尾谷雅彦 月刊文化財　No.638

2016 年 11 月号 2016 年 第一法規

3 木造建造物の修理と修理用資材 鳴海 祥博 月刊文化財　No.638
2016 年 11 月号 2016 年 第一法規

4 文化財建造物の保存を支える森林資源
－植物性資材の確保とふるさと文化財の森の現在－ 上野勝久 森林技術 2018 年 日本森林技術協会

表 4.2.2-1　「ふるさと文化財の森」についての参考文献
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（イ）「ふるさと文化財の森」の設定と、そこからの資材供給

　文化財の修理に優先的に資材を供給すること、資材に関する普及啓発活動の

拠点となることを目的とした森として「ふるさと文化財の森」の設定が始めら

れた。平成 31 年時点で「ふるさと文化財の森」は 80 の森を材種ごとに設定

されており、檜皮がもっとも多い 30 地区、次いで木材が 22 地区、茅が 19 地

区と続いている（表 4.2.2-2）。平成 27 年までに 25 地区から文化財修理現場へ

の資材供給実績がある。

（ロ）普及啓発活動の支援

　修理に必要な資材や、資材に携わる技能者に関する普及啓発活動、実際の保

存修理現場の公開等を通じ、文化財修理用資材に関する広範な理解を得ること

としており、これまでに原材料に関するシンポジウムや採取のワークショッ

プ、保存修理現場の公開など多様な活動が行われている。

（ハ）資材採取等研修の実施

　「ふるさと文化財の森構想事業」から引き続き、檜皮葺の分野で選定保存技

術保存団体に認定されている「公益社団法人全国社寺等屋根工事技術保存会」

に委託し、檜皮採取技能者の研修を行っている。この研修により、「公益社団

法人全国社寺等屋根工事技術保存会」に会員登録された檜皮採取技能者は 30

名を越えるようになった。また、屋根葺と兼務可能な技能者も育成され、会員

が所属する組織単独で、必要な檜皮を確保することが技術的に可能になった。

　「ふるさと文化財の森」の設定地は年々増加しており、檜皮については安定

的な供給が行われつつあるなど、事業の成果が上がっていることが確認でき

た。しかし、檜皮や茅を除く他の資材についてはほとんど供給できておらず、

今後の課題と考えられる。また、茅に関しても、本来は近隣地域からの供給が

前提であるが、供給地が東北、中部に偏り、中部から九州への供給が行われて

いるなど、設定地の無い地域での資材供給法が課題となっている。
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表 4.2.2-2
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4.2.3　「『文化材』創造プロジェクト」

　「文化遺産を未来につなぐ森づくり会議」が、平成 20 年に開始した事業であ

る。長伐期施業を行っている森を登録し、寺社所有者・宮大工等との情報交換、

資材供給のネットワークを構築することを目的としている。事業開始の前年で

ある平成 19 年から令和 1 年までほぼ毎年シンポジウムを行い、文化財のため

の森づくりに関する情報や、必要性を広く普及するため活動している 3。

　以下では、「『文化材』創造プロジェクト」の登録者へのアンケート調査の概

要と結果を示す。

（1）調査方法

　調査期間：令和 2 年 8 月 24 日〜 9 月 8 日

　配布方法：郵送にて調査紙を配布した。

　回収方法：配布時に同封した返信用封筒にて、郵送で回収した。

　対象　　：平成 27 年 9 月時点での登録者 47 件の内、アンケートの郵送が

可能な 19 件（アンケート回収率 42.1％　8/19 件）
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（2）調査項目

　①「『文化材』創造プロジェクト」について、資材供給の現状やその他の

登録者との情報交換など、事業の目的が遂行されているのかを尋ねた（図

4.2.3-1）。

①「『文化材』創造プロジェクト」についてお聞きします。
問 1. 参加した理由を教えてください。

問 2. 今までに文化財の修復や再建に、材を提供したことはありますか。
  1. はい    2. いいえ

付問 . いつ、どこの文化財に使われましたか。( 全てお答えください。スペースが足りない場合は余白、
　　   または裏をお使いください。)

問 3. 参加されている他の方たちと、森づくりについての情報交換をすることはありますか。
  1. はい    2. いいえ

問 4. 登録した樹木または森林のことについて、以下の表に記入してください。 不明の箇所は「不明」
　　 と記入してください。
　　 ( 全てお答えください。スペースが足りない場合は余白、または裏をお使いください。)

林齢 ( 年生代 ) 林齢 ( 年生代 )

100 年生代

樹種 樹種

ヒノキ

本数 ( 本 ) または面積 (ha) 本数 ( 本 ) または面積 (ha)所在地 ( ＿県＿市 ) 所在地 ( ＿県＿市 )

10 本 愛知県名古屋市(例)

図 4.2.3-1　「『文化材』創造プロジェクト」アンケート設問 1
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　②所有するの森の森づくりについて、文化財のための森づくりとして一般的

な施業との違いや拡大造林期の施業法、今後森づくりを継承していく中で必要

とするものについて尋ねた（図 4.2.3-2）。

図 4.2.3-2　「『文化材』創造プロジェクト」アンケート設問 2

②所有している森の森づくりについてお聞きします。
問 5.「文化材」を育てるために一般的な施業以外ではどのような取り組みをおこなっていますか。
 　　 ( 例 ) 直根のある苗を植えている / 伐採量に制限をかけている、など

問 6. 拡大造林政策がおこなわれていた時代には、どのような施業をおこなっていましたか。
　　 ( 例 ) それまでと変わらず長伐期施業をおこなっていた、など

問 7.「文化材」を育てるためには、何世代にも渡って森を受け継いでいく必要があると思いますが、
　　  長期に渡って森を受け継いでいくためには、どのようなことが必要だとお考えですか。
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（3）調査結果

　本節では、アンケートで得た結果をまとめる。アンケートの全回答は巻末に

掲載する。

①「『文化材』創造プロジェクト」について

　設問 1 では、【木の文化の継承への貢献】が 3 件、【知人からの勧誘】が 2 件、

【大径材生産への憧れ】が 2 件、【森林保全活動の戦略として知ってもらう】が

1 件という回答を得た（表 4.2.3-2）。森林所有者も木の文化を継承することが

必要だと考えていることがわかった。また、知人からの勧誘によって参加した

という回答から、団体に所属する前から、同様の考えを持つ森林所有者間で形

成されたネットワークがあると考えられる。

　設問 2 では、全て「いいえ」という回答だったが、付問で知人が材を提供し

たという回答が 1 件あり、団体とは別のネットワークが形成されている事が確

認できた。一方で団体からの資材供給は確認できず、団体の活動状況に課題点

があると考えられる。

　設問 3 では、「はい」は 5 件、「いいえ」は 2 件、無回答が 1 件であった。

森林所有者間での情報交換は行われていることが確認できた。しかし、登録か

ら 4 年以上経っているにも関わらず、情報交換を行っていない人がいることも

確認できた。このことから、団体の目的の一つである情報共有のネットワーク

構築にも課題点があると考えられる。

キーワード 回答例（一部） 回答数（件）

木の文化の継承 文化財の修理、復旧資材の提供を行い、木の文化の継
承に貢献するものです。 3

知人からの勧誘 友人からの勧誘。 2
大径材生産への憧れ 4-5 世代後の大径木を育てたい。 2

森林保全活動の戦略として知ってもらう
森林保全活動の持続可能な戦略の一つとして、悠久の
文化遺産を未来につなぐというロマンを所有者に持っ
てもらうため。

1

表 4.2.3-2　設問 1 の回答
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　設問 4 は、回答者 6 名、未回答者 2 名であり、回答者の中には複数の樹種

を登録している人もいた（表 4.2.3-3）。

②所有するの森の森づくりについて

　設問 5 では、【択伐】が 4 件、【施業を行っていない】が 2 件、【直根のある

広葉樹への転換】が 1 件、【枝下 6m で枝打ちを止める】が 1 件という回答を

得た（表 4.2.3-4）。間伐を繰り返し行い、良木を残すという回答が多かったが、

一方で施業を行わないという回答も得られた。文化財の森づくりとして確立さ

れた施業法は無く、所有者の経験や知識に基づいた施業が行われていることが

確認された。

　設問 6 では、【拡大造林を行っていた】が 4 件、【拡大造林以前の施業を続けた】

が 3 件という回答を得た（表 4.2.3-5）。1 件は設問内容と異なる回答だったため、

無回答とする。【拡大造林以前の施業を続けた】と回答した人たちは長伐期施

業を行っており、それが現在の 100 年生以上の木につながっていると考えら

れる。

樹種 樹齢 本数または面積 所在地
スギ 160 年生 2ha 宮城県南三陸町
スギ 120 年生 20 本 香川県さぬき市
スギ ––––– ––––– –––––

ヒノキ 120 年生 20 本 香川県さぬき市
ヒノキ 100 年生以上 5ha 岐阜県八百津町
ヒノキ 50 年生 不明 静岡県掛川市
ケヤキ 100 年生 250 本 大分県日田市
ケヤキ 70 年生 2 本 静岡県掛川市

表 4.2.3-3　設問 4 の回答

表 4.2.3-4　設問 5 の回答
キーワード 回答例（一部） 回答数（件）

択伐 間伐を繰り返し実施し、良木を残してゆく。 4
施業を行っていない すでに 100 年生をこえているので一般的な施業も含め行っていません。 2
直根のある広葉樹への転換 スギ、ヒノキの針葉樹を直根のある広葉樹に転換を図っている。 1

枝下 6m で枝打ちを止める つる切り、枝打ちをしたいが腐杉で材が痛むおそれがあり枝下 6m 程
で止まったままにしてあるものもある。 1

表 4.2.3-5　設問 6 の回答
キーワード 回答例（一部） 回答数（件）

拡大造林を行っていた 拡大造林を行ない、杉松桧を植えた。 4通常の 50 年生伐期を目指して拡大造林と再造林を行っていた。

拡大造林以前の施業を続けた 小規模森林が多く、個々人による長伐期施業を行っていた。 3施業的には、九州の短伐期ではなく施業計画にそって行っていた。
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　設問 7 では、【林業経営の立て直し】が 3 件、【相続制度の改正】が 3 件、【管

理の集約化】が 1 件、【「文化材」への統一的な見解】が 1 件という回答を得た（表

4.2.3-6）。現在の林業経営や、相続制度の改善が求められていることが確認で

きた。また、【管理の集約化】では、小規模森林所有者では個人の管理に限界

があるため、意欲のある団体が森林を保全していって欲しいという回答であっ

た。
表 4.2.3-6　設問 7 の回答

キーワード 回答例（一部） 回答数（件）
林業経営の立て直し 木材の価値が上がり、林業経営にゆとりができなければ無理でしょう。 3
相続制度の改正 同じ木に何度も課税される相続制度を変える必要がある。 3

管理の集約化 所有者による管理では持続可能は困難であるため、小規模森林を集約
化し、やる気と意欲のある団体が社会を巻き込み保全していく仕組み。 1

「文化材」への統一的な見解「文化材」に対する統一的な見解を共有し、林業施業に繋げていきたい
と考えます。 1
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4.3　小結

　全国で文化財の森づくりを行っている事業において、それぞれに課題点が見

られた。「古事の森」では、文化財のための森づくりの意識喚起が不十分であ

ることと、大径材の狭小面積での生産が困難であることの 2 点が課題である。

「ふるさと文化財の森」では、檜皮や茅の供給の安定化が進んでいることが確

認できた。一方でそれらを除く修理用資材の供給は難航していることが確認さ

れた。「『文化材』創造プロジェクト」では、団体からの資材供給が行われてお

らず、4 年以上団体に属しているが情報交換を行っていない人がいることが確

認できた。加えてアンケートの回答件数が少ないことから、団体の活動が十分

に行われておらず、活動の見直しが必要であると推測できる。また、文化財の

森づくりの施業方法について確立された手法が無く、所有者の経験や知識に基

づいた施業が行われていることが確認できた。

　以上より、大径長尺材の生産、供給は全国で難航していることが明らかにな

り、加子母のような文化財の森を実際に育ててきた地域での文化財の森づくり

は、社会的意義が非常に高く、必要とされていることがわかった。
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第 4 章註

1. 「木の文化を支える森づくり活動『首里城古事の森」』について ~ 第 2 報 ~」（九

州森林管理局沖縄森林管理署　2017）

2. 速水享「鼎談　長伐期施業への挑戦」『私の山に「文化財の森」を』（文化

遺産を未来につなぐ森づくりの為の有識者会議　2015.11.8）

3. 文化遺産を未来につなぐ森づくりの為の有識者会議『私の山に『文化財の森』

を』（文化遺産を未来につなぐ森づくりの為の有識者会議　2015.11.8）



第 5章　ՅࢢͶ͕͜る文化財のための森づくりͶ͕͜る現状とқࣟ
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�.1　本章の目的

　本章では、加子母における文化財のための森づくりについて、その現状と関

係者の意識を調査し明らかにすることで、加子母の民間林における文化財のた

めの森づくりの可能性を模ࡩする。
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�.2　ࠬ֕གྷ

（1）調査の流れ

　まず、加子母における森として、「木曽ヒノキ備林」、「裏木曽古事の森」、「加

子母の民間林」について文献と聞き取りによる調査を行い、現状を明らかにす

る。次に、聞き取り調査を基に文化財の森づくりに対する関係者の意識を整理

し、課題点やఴを明らかにする。

（2）用いた文献

　以下の表 5.2-1 に示す。

（3）聞き取り対象者

に「山गޜϴ村ࢀ・Ӟ山ࢀ」時େにඎൣにおいて森林管理をされたރߒ　

େ々मしてきた「内木家」の 20 େ目現主内木ఫ࿗ࢱと、加子母の森づく

りに関わる主な組織である「加子母૱事務所」、「加子母らづくり協議会」、

「加子母森林組」、「中川市ༀ所林部」の関係者֦ 1 名の、ܯ 5 名を対象

に聞き取りを行った（表 5.2-2）。

ॻ名 著者・ฤ集 発行者 発行年
加ࢠ村誌 加ࢠ村誌ฤࢊҕһ会 岐阜県ܙಹ܊加ࢠ村 1972
加ࢠのྺ࢙と承 加ࢠ村文化財保ޢ৹ٞ会 加ࢠ村教育ҕһ会 1983
加ࢠのྺ࢙と承・続ฤ 加ࢠ村文化財保ޢ৹ٞ会 加ࢠ村教育ҕһ会 1990
裏木િ三か村のྺ࢙ 杉村࣏ܒ 加ࢠ村教育ҕһ会 1997
木曽地方のԹଳ性針葉樹林の保ޢ・復ݩ
に向けた取り組み – 第 2 回ݕ౼ҕһ会 中部森林管理ہ 中部森林管理ہ 2013

裏木曽古事の森育成協ٞ会活動報ࠂ 裏木曽古事の森育成協ٞ会 裏木曽古事の森育成協ٞ会 2004d2011

裏木曽古事の森育成協ٞ会通常૯会資ྉ 裏木曽古事の森育成協ٞ会 裏木曽古事の森育成協ٞ会
2015d2016
2018d2020

加ࢠ森林組合 80 प年記೦誌 加ࢠ森林組合 加ࢠ森林組合 2008
地域林業の֓要
– 東ೱ桧のݪ産地・加ࢠ – 加ࢠ森林組合 加ࢠ森林組合 2014

山कの仕事と森林ίントロールޚ ๕լ和樹 ಙ川林政ڀݚ࢙所 2020

表 5.2-1　対文献一ཡ

番号 所ଐ・৬ 名ࢯ
" 山क内木Ո 20 代目現当ओ 内木࿕
# 加ࢠ૯合事所৬һ 6.4
$ 加ࢠむらづくり協ٞ会会һ *..
% 加ࢠ森林組合ؔ者 N."
& 中津川市所林部担当者 ,.5

表 5.2-2　聞き取り対者

取扱注意
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�.3　現ࡑの森の現状

（1）　「木曽ヒノキ備林」

ᶙ　概要

にある約ڧ県と長野県の県ز 730KD の森である（図 文װ。（5.3-2 4 年（1664

年）にਈ宮ࣞ年ય宮の宮にޜ用材を伐りड़したى録があり、その後、明࣑ 2

年（1869 年）からは 20 年ごとに現在までޜ用材を伐りड़している。

　1615 年にປ府直地からඎൣの直地になった。元和元年（1665 年）ま

では比較的ࣙ༟にड़りでき森林資ݱは伐りड़されていたが、地形がٺॠなこ

とから木曽山ほどのཛྷ伐は行われなかった。元和元年（1665 年）にװ文の林

改ַにより「ཻޜ山」に設定されて以߳は村民の立ちりはے止され、॑ݭ

に管理された。その後、明࣑ 5 年（1872 年）に裏木曽ࢀϴ村はׯ林にฦされ、

明࣑ 22 年（1888 年）に「ޜ料林」にฦされた。明࣑ 37 年（1904 年）の「造

営材備林制度」によってޜ料林内にਈ宮備林が設定され、大正 2 年（1913 年）

に「ड़೯小࿑ਈ宮備林」が設定された。昭和 22 年（1947 年）には、林統一

により国有林にฦされ、「ಝच択伐用材林」に設定された。昭和 42 年（1967

年）には「木曽ヒノキ大材保存林」に改সされ、昭和 52 年（1977 年）に現在

の「木曽ヒノキ備林」に改সされた。

図 5.3-1　「木曽ヒノキඋ林」上付ۙのヒノキのۃ相林
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ᶚ　現在の施業

現在は東森林管理署が管理している。年間の伐りड़しྖを 150 Ὑとし、立

ちりは事前のਅ੧を行った上でҌ内人の同行が必要であるなど、॑ݭな管理

がなされている。また、「木曽༖ٳの森」に設定されている。

　「木曽༖ٳの森」は平成 25 年から「木曽地方のԻଵ性ਓ葉樹林の保護・復元

に向けた取組ݗ౾委員会」により「木曽地方のԻଵ性ਓ葉樹林の保護・復元に

向けた取組」の構想が行われ、平成 28 年から実際に施業が行われている。「木

曽地方のԻଵ性ਓ葉樹林の保護・復元に向けた取組」は、షまって生育するԻ

ଵ性ਓ葉樹林を֪ݭに保存するとともに、Իଵ性ਓ葉樹林の多くが人工林に転

換されている箇所についてはళષ林に誘するなどの取組を行うことを目的と

しており、「木曽༖ٳの森」を以下の 3 つのΦリアに分け、それぞれにనした

施業を行う。Φリア分けは図 5.3-3 に示す。

①֫ৼ地域（αア D）

　Իଵ性ਓ葉樹林が大部分をઐめ、その中に人工林がղ在しているΦリア。ݭ

֪に保存し、人工林部分のΊ主伐可能時期（50 年生ఖ度）以߳に、森林の公

益的ؽ能に支্が生じないように間伐を繰り返し、ళષ林へと誘する。

②֫ৼ地域（αア E）

　Իଵ性ਓ葉樹林の多くが人工林に転換されているΦリア。ళષ林に誘する

ために、αア D と同様の施業を行う。

③؉ু地域（ώッϓΟ）

　֫ৼ地域の下流部にҒし、一部にはԻଵ性ਓ葉樹林がషまって残るが、多

くは人工林に転換されているΦリア。ళષ林は、ళષ下種ߍにより現在のళ

ષヒノキなどの持続を図り、人工林は種の多様性を高めるような施業や木曽ヒ

ノキとのେ可能性を見ながら伐期を定める施業など、ժ一性をഋした長伐期

施業を行う。
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ᶛ　「木曽ヒノキ備林」への意識

①聞きとり調査の結果

ʨ文化財の森のఱ型ྭʩ

ʾ  1700 年に伐りਜくされた山が࠸生したのがड़೯小࿑山である。それが今、

ґਈ宮のࣞ年ય宮のޜਈ木のބ郷になっているということで、それがな

かったらґਈ宮のޜਈ木のٓࣞっていうのは成立しないということ （$）

ʾ 全に木曽ヒノキ備林についてはもう別֪な森なので、今もそうですし、で

える木材も本、年に、1࢘ 年にりड़せるྖなんて 100 本にもຮたないく

らいしかでてないはず （%）

ʾ 平成 17 年にはґਈ宮の第 25 回のޜਈ木の伐採があった、平成 30 年には

次回のય宮の佃れࣞがあった （(）

ʾ 平成 27 年にですね、ඥ࿑城が平成の大改修があって、その時に広めたのが

のৼが、木曽ヒノキ備林からड़てますよってことをݶえて、これだけՃ

がある山が中川市にある （(）

ʨ課題点ʩ

ʾ その 730KD のड़೯小࿑山においても年間 150 Ὑしかड़さないということに

している。ヒノキを 150 Ὑ伐っちΎったらγワϧがどんどん増え、ੰ巻さ

れてしまうということもあるので、ੴの人はώϧンスをよく考えてγワϧを

間引きしてヒノキを育てるっていうことをやってたんですけど、そういった

技術は今、森林管理署には無い （$）

ʾ 人事異動でどんどん 3 年くらいでわっていく中ではとても山を長期に見て

考えるっていう方法はとれない （$）
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②聞き取り調査のまとめ

　「木曽ヒノキ備林」への意識として、ʨ文化財の森のఱ型ྭʩであると考えら

れていることがわかった。関係者は 1700 年ࠔから࠸生してきた森であり、歴

史的建造物にも材を提供してきた実績をގりとしている。また、ʨ課題点ʩと

して $ から、伐りड़しྖの制限によってヒノキ以の樹種を間伐することが

できなくなってしまう点や、管理者が 3 年毎に交େするため長期間の一ؑ

したܯժの保ৄが難しい点が挙げられた。
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（2）　「裏木曽古事の森」

ᶙ　概要

大径材を育てる超長期の森づくりとして、平成 16 年（2004 年）に加子母の

国有林内の 23.2KD が設定された（図 5.3-4）。

　加子母に「古事の森」が設定された経Ҥは、立松和平（1947~2010）が取材

のために加子母にれた際に、加子母優良材生産クϧϔのେ表安ᮁߒࢱが立

松ࢱに文化財のための森づくりへのࢧいをޢり、2 人が意ـ౦したことでܯ

ժが進Ί、また時の東森林管理署の署長も積ۅ的にಉきかけたことで設定

にࢺった。

　現在、管理は裏木曽古事の森育成協議会が行っている。裏木曽古事の森育成

協議会は前ਐとして、付知ࣙڨષٵ林保護管理協議会という加子母村と付知

町の村長、町長と木材関࿊産業関係者による؏ޭや森林資ݱのജ٭のための協

議会があった。付知ࣙڨષٵ林保護管理協議会は平成 17 年（2005 年）の中

川市との併が行われる前には活動が困難になりつつあったため、裏木曽古

事の森が設定されるにあたって裏木曽古事の森育成協議会へと転ਐすることに

なった。そのため、森林組や林業ήϩープ、ঐ工会が主なϟンώーである。

ॵは、文化財のための森づくりの必要性を״じてもらうために、植樹や下草

刈り等を地域住民とともに行っていたが、現在は施業を行うஊがգ͙たた

め、平成 29 年（2017 年）からは「木曽ヒノキ備林」とわせて、本֪的にΪ

イχツアーを始めた。また、森林教室なども行い、教育の場としても用いられ

ている。表 5.3-5 に平成 16 年〜 23 年、平成 25 年〜 28 年、平成 30 年〜令和

1 年までの「裏木曽古事の森」での施業またはΪイχツアーの活動を示す。平

成 24 年・29 年の活動は活動報ࠄॽが手にらなかったため除く。
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図 5.3-4　「裏木曽古事の森」Ґஔ図
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ྐྵ 月日 施業内༰・ツアー内༰
2004 年 10 月 18 日 裏木曽古事の森記೦イϕント
2005 年 5 月 16 日 ิ植、ఴ木設ஔ

7 月 1 日 林道מい
7 月 29 日 付知中ֶߍ課外त業（৬場体ݧ、下מり࡞業）
11 月 21 日 裏木曽古事の森ٴͼ付知ࣗڦવٳཆ林ࢄ策会

2006 年 8 月 17 日 裏木曽古事の森下מり
10 月 28 日 策ツアーࢄ葉の「裏木曽の森」ߚ

2007 年 8 月 1 日 ࣗવٳཆ林、裏木曽古事の森下מり
2008 年 7 月 1 日 古事の森内のמり・保ޢωοト修理

11 月 8 日 Իを୳そうツアー؍葉の「裏木曽の森」で三े三ߚ
2009 年 7 月 1 日 古事の森内のמり

11 月 7 日 Իを୳そうツアー؍葉の「裏木曽の森」で三े三ߚ
2010 年 7 月 1 日 古事の森内のמり
2011 年 11 月 5 日 つけちϋツϥツΥーキンά

11 月 13 日 三े三؍Ի୳ࡧ会
2013 年 4 月 27 日 מϘϥンςΟア࡞業

5 月 30 日 森林管理ॺ内ΰϛθロӡ動
2014 年 4 月 21 日 מϘϥンςΟア࡞業

5 月 30 日 森林管理ॺ内ΰϛθロӡ動
2015 年 5 月 30 日 森林管理ॺ内ΰϛθロӡ動
2016 年 5 月 18 日 岐阜県ਆ社庁中津川支部ޚᐟ山ݚࢹ修Ҋ内
2018 年 4 月 29 日 ツアーΨイド　ݚ修会

5 月 4 日 ΥーキンάΨイドツアー
5 月 22 日 岐阜ςϨϏ　ツアーΨイド取材
6 月 1 日 森林管理ॺ内ΰϛθロӡ動
6 月 27 日 ツアーΨイドҊ内
8 月 4 日 ツアーΨイドҊ内
8 月 23 日 ツアーΨイドҊ内
9 月 6 日 ツアーΨイドҊ内

10 月 19 日 ツアーΨイドҊ内
11 月 4 日 ツアーΨイドҊ内
11 月 11 日 ツアーΨイドҊ内

2019 年 5 月 30 日 森林管理ॺ内ΰϛθロӡ動
6 月 5 日 ツアーΨイドҊ内
6 月 11 日 ツアーΨイドҊ内
7 月 10 日 ツアーΨイドҊ内
8 月 3 日 ツアーΨイドҊ内
8 月 20 日 ツアーΨイドҊ内
9 月 5 日 ツアーΨイドҊ内
9 月 7 日 ツアーΨイドҊ内
9 月 12 日 ツアーΨイドҊ内
9 月 29 日 ツアーΨイドҊ内
10 月 6 日 ツアーΨイドҊ内
10 月 26 日 ツアーΨイドҊ内
11 月 3 日 ツアーΨイドҊ内
11 月 10 日 ツアーΨイドҊ内

表 5.3-5　裏木曽古事の森での活動
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ᶚ　現在の施業

　平成 16 年（2004 年）に植樹後、平成 26 年まで下草刈りなどを行ってきたが、

以߳は次の施業ஊにるまで施業を行う必要がないため、現在は施業が行わ

れていない。
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ᶛ　「裏木曽古事の森」への意識

①聞き取り調査の結果

ʨ植林に࢘うමʩ

ʾ 植え方にはやっͼりこだわれないので、やっͼり普通の植林になってしまっ

ている。普通に࢞山の野からഛってきた直根ったමを相รわらず植え

ている （$）

ʨ認知度のఁさʩ

ʾ ほとんど知らないですね。もここ数年でようやくـがついてきたことなん

ですけど、加子母の人がోっていう地区に行ったことがない人が結構いる

んですよ。なんでこの古事の森はోに行く中のಕのྈ側にあるので本

に通るときに見えてくるんですけど、それすら見えてない （%）

ʾ 場所ณ、付知の中学生の方々が下草刈りをやるとか、ӣ営を中ৼ的にやって

おられる方が別の林業ήϩープの方なので付知の子たちなんかを下草刈り体

験をそうさせる場所として࢘われていますね 、加子母としてあそこで活動

するっていうのは未だにない （&）

ʨ目的意識の違いʩ

ʾ すごく直結するっていう෫には、時も今もࢧっていない。根ఊにあるのは

木材を࢘うっていうか१していかないといけないので、加子母の木ってい

うのは良質な木材なんですよってことを広く知ってもらうために古事の森を

やってる （(）
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②聞き取り調査のまとめ

　ʨ認知度のఁさʩという課題が多く挙げられた。ಕ࿑状況によって加子母内

にあるにも関わらず加子母からは行きづらく、付知町からの方が行きやすいと

いうことから、加子母としての活動はなく、付知の中学生たちが主に教育の場

として࢘っていることなどが明らかになった。
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（3）　「加子母の民間林」

ᶙ　概要

加子母の民間林は、明࣑ 42 年（1909 年）に時の村有林の約ൔ分にあたる

2685KD を 1 区ժએ௸（約 0.3KD）としてࡋ分化し、村民にജりోされた。その

後も大正 3 年（1914 年）に村有林 981KD が村民にୁ付られ、昭和 23 年（1948 年）

から昭和 38 年（1963 年）の間に村民に全てい下げられた。このような他の

地域にྭを見ない施ࡨによって、時からほとんどの村民が小規模な森林を所

有し、現在も全ଵの約 90% が所有している。多くの森林所有者は加子母森

林組に所属しているため、加子母の民間林のほとんどは森林組の施業に基

づいており、現在は長期育成१施業が行われている。図 5.3-6 でҒを示す。
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ᶚ　現在の施業

　拡大造林期の施業により、それ以前までのࠠ交林はヒノキが主となる単९林

になったが、伐期でև伐を繰り返す施業を見直し、平成 6 年（1994 年）か

ら森林組は長期育成१施業による 4 େの「֦ජ複林」を目ࢨし始めた。

その後、平成 13 年（2001 年）に「ඔ林ᤊ೯不໕」というݶ葉を掲げ、本֪

的に長期育成१施業を始めた。具体的には、林ಕԌいは経ࡃ林、山の上付

近や林ಕからԗい森林はਓ広ࠠ交林に誘し、水ݱ林として整備するという基

६の基で、一ජをએ௸とし、その中で 10 年生、40 年生、70 年生、100 年生、

100 年生以上の林相を作り上げることで֦େが山からのԺܛをणけることが

できるように、間伐などを行う（表 5.3-7）。間伐に関しても、通常のࡋい木を伐っ

てଢい木を残す方ࣞではなく、それまでඅѻをणけていた木を残すことで、次

の間伐の際には年ྡྷの٩まった高質な木材になるように育てている。

林齢 1ha 当りの本数 1ha 当りの収ӹ（30 年ຖ）
0d10 年生 800 本 �
11d40 年生 400 本 �
41d70 年生 200 本 150 本ʷ 1.6 ສԁ �240 ສԁ
71d100 年生 50 本 45 本ʷ 8 ສԁ �360 ສԁ

100 年生 5 本 可能な限り残していく
計 1455 本 ૈརӹ 600 ສԁ

表 5.3-7　長期育成॥施業の目ඪ（ࢉࢼ）
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ᶛ　「加子母の民間林」への意識

①聞き取り調査の結果

ʨ究ۅ的な目ඬʩ

ʾ  400 年後かいつになるかわからんけどそういった社寺、ֵに࢘えるよう

なଢいのを伐ってड़せる （'）

ʨ森林の管理体制ʩ

ʾ ࣙ 分で管理できる人が少なくなってきている。そうでなくてそれを、地域の

森林をगっていくのは森林組でなきΎだめだ （'）

ʾ 加子母森林組の場は「ඔ林ᤊ೯不໕」ってݶってて大ྖ生産のև伐す

る方ࣞはやめましΒう、必要な時に必要なだけ伐って高くഛってもらいま

しΒうっていうαンセプトで組員にಉきかけているので、市内にࢀつある

森林組の中ではちΒっと大ྖ生産大ྖなんとかっていうやり方をんでい

ないので、組員としていいとࢧう （(）

ʾ市民に近くやりくりしてくれるのは加子母の森林組だけ （(）

ʨ関ৼの֭࠸得ʩ

ʾ どのେも山から伐って収益を上げることができるし、それでΊんな山に関

ৼを持って手れをしてくれるだΘう （'）

ʨ経ࡃ林としての必要性ʩ

ʾ Ԡ山やޱ配の؉いとこΘは生産地、もちΘん林ಕの近いとこΘとか、そういっ

たとこΘは積ۅ的に植林をして植えて育てていけͻいい （$）
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ʨ成果の未実ৄʩ

ʾ あの構造ができてから歴史がない。あそこ（山ग内木家）はै分に実ৄ実験

をՁඨ年とやってきている （%）

ʨしい施業へのһ象ʩ

ʾ ちΎんと時間をかけて育てるっていうことをあの時େ（ඎൣの山गの時）

にやっていた、それをਇࣇるのしかないなっていうことで「ඔ林ᤊ」になっ

ていったんじΎないかなっていう （%）

ʨ名古屋城ళगֵへの高Ғ材の提供ʩ

ʾళगֵの方へ全部で 56 本ड़した、1 本 100 ຬԃくらいで。

ʾ参加してくれた人は、多い人は 1000 ຬ （'）

②聞き取り調査のまとめ

　森林組が経ࡃ林を成り立たせるだけでなく、ʨ究ۅ的な目ඬʩとして文化

財にనした高Ғヒノキ材を生産することを目ࢨしている。しかし、この目ඬ

は明確に発信されておらず、多くの森林所有者や今回聞き取りを行った森づく

り関係者に共有されていないことが明らかになった。また、ʨ管理体制ʩとし

て加子母森林組が、他の森林組とは違うと考えられていることがわかっ

た。しい施業法に関しては、経ࡃ林の施業法としては意的にणけ取られて

いるが、文化財のための森づくりのための施業としては開始から日がછく、成

果が未だड़ていないことから今後の経գを見る必要があると考えられる。ま

た、' によると令和元年（2019 年）には名古屋城のళगֵ࠸建のために、小

規模民間林からܯ 56 本の 120 年生前後の高Ғ材が伐りड़された。この木材

は、1 本 100 ຬԃఖで取引され、最も伐りड़した人は 1000 ຬԃఖの収になっ

たことが明らかになった。しかし、名古屋城へ材を提供したことは広報された

が、それがどれఖの収になったかについては、ࡋを知るごく一部の森林所

有者と関係者しか知らないことも確認できた。
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の文化財のための森づくりのқࣟंܐؖ　4.�

　本節では、聞き取り調査で得られた、文化財のための森づくりに関する意識

や意見を「加子母のಝ৯」、「課題点」、「ఴ」に分ྪしまとめたものについて

述べる（図 5.4-1）。また、加子母の民間林における「たな施業法の可能性」

として $、%、& が構想する施業法について述べる。
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�.4.1　Յࢢのಝ৯

（1）歴史

ʨ山गの施業法ʩ

ʾ 無じΎないかっていうことはないってことなんですね、実際に先人（山ग）

はやったんだからっていう、実ৄされてる （$）

ʾ 内木家がやってた山造りに結局、らないといけないなっていう״じに最近

なってきたなとࢧっていて （%）

ʾ実技っていうか、ඎൣが定めた森づくりの体験っていうのがあったわけで

（&）

ʨ「木曽ヒノキ備林」からの材の提供ʩ

ʾ「ਈ宮備林」からґਈ宮とかへ材をड़している （'）

! ඥ࿑城が平成の大改修があって、その時に広めたのがのৼが、木曽ヒノ

キ備林からड़ている （(）
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ʨએ௸割ʩ

ʾ એ௸割りで村民がٺに財産もらって、山にஹ金するっていう形でذしくて、

一生ໍݔ山事を （%）

ʾ 加子母は明࣑、大正で下げした時の家産としてちΎんと育てていく、家の

็として （'）

ʨ歴େ村長による林ಕ整備ʩ

ʾ林ಕが非常にືに通っている （$-）

ʾ 加子母がずっとやってきた、ಕを作って少しでも൘ड़にお金がかからないよ

うにってことでやってきた （%）

（2）文化

ʨ「木曽ヒノキ備林」へのގりʩ

ʾそこに育った山のࢡ（「木曽ヒノキ備林」）を見ることができる （$）

ʾ あれ（「木曽ヒノキ備林」）に対する憧れとかね、それがըがౖにあって、

しかもそれに携わった内木家もあって、それがすごいގり （%）

ʾそれ（「木曽ヒノキ備林」）がうちにあるんやよっていうのが、ގり （&）

ʾ 平成 17 年にはґਈ宮の第 25 回のޜਈ木の伐採があった、平成 30 年には

次回のય宮の佃れࣞがあった （(）
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ʨ「木曽ヒノキ」と同じものを育ててるというࣙෝʩ

ʾԸらが育てているのは木曽ヒノキなんだと、なんかࣙෝがある （%）

ʾ を見せたいんやっていうとこΘや、ਈ社ֵであったりってとこΘの

は、高Իף૫じΎなくってళષף૫でϒンク৯でヒノキのߵりがしてってい

う （(）

ʨ文化の継承ʩ

ʾ そういったもの（加子母の文化）のட積とか情報をあるఖ度持ち続けるって

いうためには必要 （$）

ʾ 地元に事を作っていくっていうか、作っていかないとそういったਈ的な

とこΘもगっていけないな （%）

ʾ加子母は加子母でगっていかないといけないというکいࢧいがある （&）

ʾ ੴは家産として、家の大事な木として育ててこの 1 本だけは伐らずに残して、

গ来、ଛのେになったらというࢧいで残してくれてね。そういうのがちΎん

とܪがってきて今残っている （'）

ʾ 文化として、まだまだそういう考え方のおじいちΎんたちが生きているの

で、それは通用するっていうか、まだगってくれる （(）
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ڧ（3）

ʨດౖ種子ʩ

ʾ今の木を伐ったら、ঋ手に生えてくる （$）

ʾ もともと種はあるので、ਓ葉樹を伐採すれͻその木ができてきてࣙષにੴの

山にっていくとࢧう （%）

ʾ 元々ઞ在的にヒノキが、伐れͻ普通に生えてくるっていうౖ地ณなので、そ

ういうࣙષڧを活かしていくっていうのは加子母のスタイϩとしてనして

る （&）

ʨݭしいڧʩ

ʾ山もΪϧΪϧやし、加子母の山は૭せてる （%）

ʾ 地質的にも本、全ષその૭せているっていうか、ΪϧΪϧの、元々ΪϧΪ

ϧの山なので、本に育てるのにも、すくすくとは育たないっていうかね、

は整っているڧしいݭにٱ （&）

ʨࠠ交林の中のヒノキʩ

ʾ ポツンと、広葉樹の山で本にその間に残っとったヒノキは木曽ヒノキに६

じるくらいの、今の東ヒノキとはまた全ષ違うヒノキだったとࢧう （&）
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（4）まとめ

　「歴史」から、「木曽ヒノキ備林」へのގりを全員が持ち、$、%、& は、「木

曽ヒノキ備林」を育てたރߒ時େඎൣの山गが行っていた施業法を現େにԢ

用可能だと考えていることがわかった。具体的な構想については本章 5.4.4 で

述べる。一方で '、( は「木曽ヒノキ備林」へのގりはあるものの、あくまで

民間林とは別物であると考えている。「文化」からは、全員が加子母の文化や

森づくりのਈを継承していくべきだと考えていることがわかった。また、加

子母の森づくりのਈとして、森づくりを行うことで国ౖを保全するというࢧ

いがあり、積ۅ的に森づくりを行う加子母の森林所有者の中には加子母の山の

ྑત部付近をඎ平野の࣑水目的のため木曽ࢀ川公社とܘ約を取り交わして、

100 年間のܘ約ߍをした人もいる。「ڧ」からは、$、%、& がʨດౖ種子ʩ

によるళષߍが可能であると考えていることがわかった。また、%、& は良

質なヒノキを長時間かけて生育するのに、ఁいཌ度、大きなـԻࠫ、آ場の

多い山という加子母一ଵのʨݭしいڧʩを生かせると考えている。ʨࠠ交林

の中のヒノキʩに関しては、加子母の最後の村長を務めたן川ᚺࢱࡨもஸॽ 1

で「優良材はࠠ交林から生じる」と述べていることから、加子母の拡大造林前

のࠠ交林の中に点在していたヒノキが非常に質の良いヒノキであったことがわ

かった。
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�.4.2　՟ୌ఼

（1）関ৼ

ʨ山や木材への関ৼのسമ化ʩ

ʾ今Ϡοϗーションが下がりす͙ちΎってて、山に関ৼがない

ʾ 森林所有者に、その、これくらい森を育てようっていうـ持ちがないってい

うのと、育ててももう、全ષཤ益がない

ʾ 木曽ヒノキと東ヒノキの違いとか、人工とళષ木の違いということすらも

なかなか理解されない （$）

ʾ山のҒもわからない人が多い

ʾ やたら木も伐って、木だからいいやっていうようなイϟージがどうも付いて

いるようなـがして （%）

ʾ どんなものでも木ならいいやっていう状態になって、安くなってっていう形

に௧い౾ちをかけるようになってどんどん意識がなくなって行っちΎってる

というのがある （%、&）

ʾࣙ分の山にՁが植っているかわからなくなっている （&）

ʾ今は、ࣙ分で管理できる人が少なくなってきている （'）

ʾ ࣙ 分のとこΘの山がどこにあるかわからない、Ձが植わっているかわからな

いڧ目わからんって人が増えてきて、まあ 90％そういう人なのでそういう

人たちは、現େの施業方法で、և伐して植えるか植えないかもわからないっ

ていうそういう状態になっている （(）
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（2）࿓ಉ

ʨ高齢化社会での॑࿓ಉʩ

ʾ高齢化社会では、下草刈りとかの॑࿓ಉはできない （$）

ʾ 大体手れがशわって、さあとࢧったらχンとཚちてしまって。またそれを

伐って、Ԏళ下の中で草刈りをするのかっていうのを考えたときに、もうݑ

だ （%）

（3）制度

ʨึঁ金による施業の制限ʩ

ʾ 民間ではึঁ金࢘わないで、間伐できるかっていうとできない状態になっ

ちΎっている （%）

ʾึঁ金のしがらΊっちΐうのは、あるというかね、どうしても無ࢻできない

（&）

（4）意欲

ʨ施業への意欲のఁ下ʩ

ʾ 今の子どもの森林教室なんかでも、Ձやっているかというと、相รわらず、

間伐体験とか下草刈り体験とかやっているわけですね。下草刈り体験とか最

ॵにやらせると、林業なんかやりたくなくなっちΎうのはたり前 （$）
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ʨ良質な木材の生産意欲のఁ下ʩ

ʾ 安く手にれて൚にしたり、οップにしたり、ましてや೫やすなんて、೫

やしてΦネϩάーにしようなんて考え方もある （$）

ʾ οップであったりώイΨϜスであったり、そういうとこΘの単Ճがඬ६単Ճ

になってきちΎっているので、加子母の࢝方無地のヒノキをड़しても、1 ຬ

5 એとか 1 ຬ 8 એΊたいな単ՃになっちΎってる （(）

（5）施業

ʾ 現在は根っこの無い木なので、災害が起こりやすくなっていて、もうこれか

ら多分全国でどんどん災害は起こるとࢧう （$）

! ちΒっとӏが߳るとすぐに๊れてしまう根がらない木になってしまった

（%）

ʾ 元々はヒノキじΎなかったっていうか、きっとなかったとこΘにヒノキを植

えたからそういう෫になっちΎったっていう、災害になりやすくなった

（&）

（6）まとめ

　「関ৼ」について全員が森林所有者のʨ山や木材への関ৼのسമ化ʩを挙げ

ていた。「࿓ಉ」では $、% は多大な࿓ಉを要する近େ林業の継続は困難であ

ると考えている。「制度」では %、& がึঁ金による施業方法の制限が課題で

あると考えている。「意欲」では $、( は良材がοップ等の原料に用いられる

現状がรわらない限り、良材生産の意欲向上がめないと考えている。「施業」

では $ はރߒ期の直根を保持する手法に比して、近େ林業の直根を除いて地

上部の期ଇ成を図る育ම方法では、高樹齢まで成長する確ৄが無いと考えて

いる。また $、%、& は直根が無い木の単९林は災害にओいと考え、地域の安

全性に不安を์いている。
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�.4.3　ఴ

（1）災

ʨ直根による災面のک化ʩ

ʾ直根のある植物をどんどん育てた方が災害は起きない （$）

ʾ 最近つくづくࢧうのは、ఫ࿗܇のݶうように直根のあるමを作ってそいつを

Ըらが植えてくしかないのかなって、それでੴにしていくしかないのか

なって （%、&）

ʨ多様な植生による災面のک化ʩ

ʾ 山の高い所ܑࣾがٺなとこΘは、ಕがらないようなとこΘはٱに経ࡃ林

じΎなくてڧ林にしようっていう方ਓで （'）

ʾ災害止の؏点からもਓ広ࠠ交林がいい （(）

ڧ（2）

ʨ多様性によるԺܛʩ

ʾ 木の実のなる植物とかそういった多様性を持った植生にすることでॏ害のી

にもなる （$）

ʾ らは裏山を安ৼした山、់ྐྵな山になるといいなとか、動物の߳りてこん

山になるといいな （%-）

ʾ ੴはいΘんな木があったもんで、ヒノキだけじΎなくってね、クリやらケϢ

キやらもड़せると。そういう山になれͻいい （&）

ʾԠ山に手をかけても育たんし、もったいないからࣙષ林にした方がいい

（(）
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ʨ林産物の֭得ʩ

ʾ 山の産物でཤ益をあげるっていう、大Ṹけはできないんだけど、そういう෫

に生きていけれͻなってࢧう （%）

（3）収益

ʨ大径材による収益の改善ʩ

ʾ 1 本の年ྡྷ、節が 1 本ですね。その 1 本が大体 1 ຬԃになるんですよ

ʾ 個人でその山（「木曽ヒノキ備林」のような山）を所有しているとすれͻで

すね、ྭえͻ 1 本が 300 ຬとか 400 ຬとすれͻ、大体 3 本伐れͻかなりの

所得の生活が保てる （$）

ʾ 1 年 1 ຬԃのՃになる木を育てていく （'）

ʨ収益の֦େへの分配ʩ

ʾどのେでも山からԺܛをणけることができる （'）

（4）発信

ʨ一般材のՃ・需要の向上ʩ

ʾ ࢧいの部分だったりとかそのヒノキを作るためのबりのڧだとかそういっ

たとこΘがあっての東ヒノキっていう、ϔϧンχの意ັいを （&）

ʾ どのେも山から伐って収益を上げることができるし、それでΊんな山に関

ৼを持って手れをしてくれるだΘうっていう （'）

ʨ関ৼの向上ʩ

ʾ これだけՃがある山が中川市にあるんですよ、そこと同じとこΘで育っ

てるヒノキですよ、もうちΒっとގりを持って山の手れをやりましΒう

よっていう״じ （(）
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（5）まとめ

「災」では $、%、& は直根のある木により、災面がک化されると考え

ている。「ڧ」では $、%、&、( は多様な植生になることで、ॏ害の対ࡨや

林産のཤ用、ܢ؏の向上などのԺܛも見ࠒめると考えている。「収益」では

$、' は歴史的建造物に用いられる材は生育に時間を要するが、いずれ十分な

収益をもたらすと考えている。「発信」では &、( は文化財の森づくりを地域

全体の取り組Ί目ඬとして明示することで、加子母産「東ඤ」のϔϧンχ力

の向上や需要の増大にܪがると考えている。また '、( は収益やϔϧンχ力の

向上が、地域ଵ数の 90% をઐめる小規模森林所有者の山への関ৼを高める

ことにܪがると考えている。
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�.4.4　た͵ࢬ業のՆ

$、%、& は、ރߒ期の施業をԢ用することで、文化財の森づくりが可能で

あると考えており、里山とそのबวをਓ広ࠠ交林、Ԡ山や林ಕに近い場所を主

要樹種をヒノキとする森林にすることを提Ҍしている。施業法は、直根の無い

木を間伐でݰらし、ళષߍや直根のあるමの植林で林相を形成する。そして

その後のߍの大部分をࣙષにせることで、高齢化社会においても施業の継

続が可能であると考えている（図 5.4-2）。

　このようなࣙષによるߍを用いた施業法は、1980 年以߳χイツで主流と

なっており、実際に大径材の生産が行われている。χイツでの林業の一般Ϡυ

ϩは

　ྡྷ伐期が 100 年以上で、主にళષߍによる樹種ࠠ交の複林を目ࢨすこ

とに加えて

　・遺ఽ的に改良された植ࡁ材料は࢘わない

　・人工的な地ごしらえをしない

　・林地改良のようなಝचなケースを以は施をしない

　・除草ࡐは࢘わず、ࡶமࡐもたまにしか࢘わない

　・森林内作業の高度なؽփ化はしない 2

　以上のことは、あくまでχイツでの施業法であることからޫـや地形の違う

日本にそのままてはまるわけではないが、山गによる施業と非常に近しく、

山गの施業のԢ用による文化財のための森づくりに可能性を見ड़せる一つの要

Ҿである。χイツではその後の木材の材料化により大径材の需要が大きく下が

り、現在の課題とされているが、日本においては文化財の修復・࠸建というਜ

きることのない市場があることから十分に実行する意義があると考えられる。
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�.�　小結

「木曽ヒノキ備林」だけでなく、民間林も良質なヒノキを生育できる地理的・

地質的ڧにあると地域の有識者が認識していることが確認できた。よってߒ

い文化財の森づくりがでک期の施業法のԢ用により、少ない࿓ಉ力で災害にރ

きると関係者は考えている。さらに、名古屋城に材を提供した際のࡋを知る

人々は、文化財の森づくりによって十分な収になり得る事を実״し、今後の

森づくりの活࿑として文化財の森づくりを見ड़している。一方で、多くの小規

模森林所有者にとって文化財の森づくりが選択ࢸとなり得ていない原Ҿとし

て、関係者による民間林のڧ・たな施業法・ఴ、その他の実績などにつ

いての発信が、未だ十分でないことが考えられる。
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第 � 章註

1. ן  川 ᚺ 』ࡨ 元 村 長 の ࿏  談 義　 東 ・ 加 子 母 の 山 里 か ら 』（ 文  ॡ व　

2016）278.

実「ࣙષに近い林業のΑくえ」『山林　1R.1636』（大日本森林会　2020）ۿ .2

34-40.



第 6章　結
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�.1　૱ׇ

　近年、全国で文化財の森づくりが行われるようになったが、それぞれが課題

を์えているため、文化財のための森づくりの必要性はғષ高いことが明らか

になった。その状況で、加子母に文化財のための森づくりを行うことにܛまれ

たڧがあり、また森づくり関係者たちがそれぞれにఴを持ち、中にはた

な施業法を構想している人がいることが確認できた。しかし、加子母の多くの

森林所有者に、文化財のための森づくりにسを見ड़せるほどの情報が発信さ

れておらず、森づくり関係者と森林所有者間での意識の共有が不十分であるこ

とがわかった。
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のఴޛࠕ　2.�

　関係者から森林所有者へ情報発信を行い意識を共有することで、文化財の森

づくりを民間林においても実現できると考えられる。文化財のための大径木の

供給がṩയする中、加子母のようなڧにܛまれた地域での文化財の森づくり

推進の社会的意義は大きい。関係者、森林所有者の方が一体となることで文

化財の森づくりが、加子母における森づくりの現状をรえるたな選択ࢸの一

つとなり得るఴが得られた。
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POLUS の時から楽しく絡まれ続け、藤岡研に早く馴染めたのは君島さんのお
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いってもらい、とても頼りになる先輩でした。終盤にはサポートチームに入っ

てもらうことにまでなってしまい、すみませんでした。来年の加茂研でもよろ

しくお願いします。B4 は最初このメンバーに馴染めるか不安だったけど、み

んなと仲良くできとてもよかったです。三奈さんには、ずっとみんなの前を走っ

てもらい、後からついて行く僕らの大きな助けになり、ありがとうございまし

た。あと思った以上によく喋るということがわかってよかったです。最後には

論文を手伝わせてしまいすみませんでした。えりは、三奈さん以外にも論文を

早く進めている人がいることで、いい意味で焦ることになりました。きーちゃ

んは、論文の進みが遅い仲間かなと思っていたけど、早々に裏切られてショッ

クでした。いつも表情をコロコロ変えて明るく過ごしていて楽しそうだなと

思っていました。

　藤岡研で過ごし 1 年間はとても楽しく、まだまだ藤岡研でいたいという気持

ちがずっと続くと思います。本当にありがとうございました。

2020 年 12 月 9 日

金子　真大
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